
岡事指第 ２１４４ 号 

平成３１年１月１１日 

各介護保険施設 

各介護保険サービス事業所 管理者 様 

              岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課長   

新天皇即位に伴う長期連休中の臨時営業の取扱いについて 

 本年５月１日に予定されている新天皇の御即位に伴い、本年に限り５月１日等

を祝日とする特例法（※）が施行され、両日は祝日法による「国民の祝日」とし

て適用されることから、５月１日の前後の平日については、祝日法の規定による

休日となるため、貴事業所等が定めている運営規程の営業日の規定によっては、

土曜日及び日曜日を含めて最大１０連休（４/２７（土）～５/６（月））となる

可能性があります。 

 その際、貴事業所等において、利用者への継続的なサービスの確保の観点等か

ら、運営規程に定めた営業日以外のサービス提供を検討されることがあり得るこ

とも想定されます。 

 つきましては、長期連休中の当該対応について、岡山市の考え方を以下のとお

りお示しします。 

（※）天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

記 

１ 対象として想定されるサービス種類 

【広域型サービス】 

（第１号訪問事業）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、 

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、 

（介護予防）居宅療養管理指導、（第１号通所事業）通所介護、 

（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活介護、 

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）福祉用具貸与、 

（介護予防）福祉用具購入、居宅介護支援・介護予防支援 

【地域密着型サービス】 

夜間対応型訪問介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、 

（第１号通所事業）地域密着型通所介護、 
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２ 運営規程上の営業日以外のサービス提供についてのＱ＆Ａ 

＜質問１＞ 

  運営規程で月～土曜日に営業すると定めている通所介護事業所が、日曜

日に納涼祭等の季節のイベントを行う場合、サービス提供時間を通じて基

準上の必要人員をそろえていれば、営業日以外の日の通所介護サービスに

ついても通常の介護報酬が算定できると考えるが、ご教示願います。 

     ＜回答１＞ 

貴見のとおり。【出典：ＷＡＭ－ＮＥＴ「厚生労働省 Q&A」】 

＜質問２＞ 

  当事業所の運営規程では祝日及び休日を休みとしているが、新天皇即位

に伴う来年の４月２７日から５月６日までの長期連休に限り、祝日又は休

日も営業し、サービス提供をしたいと考えているが、運営規程の変更が必

要か。 

  ＜回答２＞ 

    臨時的・限定的に運営規程に定めた営業日以外の日にサービス提供を行

う場合には、人員基準及び報酬等算定要件を満たす必要な人員を確保した

上で、サービス提供を行い、介護報酬等の算定は可能です。 

        なお、当該取扱いが、このたびの新天皇即位に伴う長期連休に限らず恒

常的又は定期的なものとなる場合は、当該営業日について、運営規程を変

更する必要があります。 

 【運営規程記載例】 

  ただし、長期間（○○日以上）の連休となる場合は、事前に利用者

 及びその家族並びに居宅介護支援事業所等の関係機関に周知の上、祝

 日又は休日を営業日とすることがある。 

＜質問３＞ 

  １０日間の長期連休に際して、利用者を受け入れている事業所やケアマ

ネジャーとして留意すべき事項はあるか。 

  ＜回答３＞ 

    利用者を受け入れている居宅サービス等事業所は、長期連休を取ること

により居宅サービス計画上のサービスが提供できなくなる場合には、担当

ケアマネジャーを通じて、居宅サービス計画の変更又は他の居宅サービス

等事業所への振替等の措置を取る必要があります。 

    調整の要請を受けたケアマネジャーは、他の事業所の営業日や営業日以

外の受入の可否等を確認した上で、利用中のサービス以外（例えばショー

トステイ）の利用も含めて調整を行う必要があります。 

    居宅サービス等事業所の通常の営業日以外にサービスの提供が必要とな

る事例においては、居宅サービス計画を変更する必要がある場合、居宅介

護支援事業所が、利用者等及び各サービス事業者と十分に連携を図り、利

用者への適切なサービス提供の確保を図る必要があることに留意する必要

があります。 
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３ その他留意点 

（１）施設系サービスでのショートステイ 

   この長期連休においては、施設系サービスについては、３６５日営業

であることから特段の影響は想定されませんが、要介護者等が利用して

いる通所系サービス等事業所が長期連休を取り、一週間以上利用できな

い場合に、居宅サービス計画の変更がなされ、ショートステイ（短期入

所生活介護、短期入所療養介護（介護予防を含む））の受入が増大する

ことも予想されますので、ショートステイを開設している施設に対して

も機会があればその旨を周知ください。 

（２）従業者等の労務管理等 

   長期連休によって祝日・休日となることから、長期連休中に営業する

際には、従業者等の労務管理等を適切に行うよう助言等も必要と思われ

ます。 

なお、労働基準法の改正により、医師以外の医療従事者の労働時間管

理等の規制が来年４月から適用されることから、長期連休中のサービス

への影響が生じないよう、必要に応じて厚生労働省からの通知を発出す

るよう医療関係団体が要請しているところです。 

厚生労働省から当該通知が発出された際には、その内容により対応が

必要となる場合もあることをご承知おきください。 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

〒700-0913 岡山市大供三丁目１－１８ ＫＳＢ会館４階 

Tel：086-212-1012（訪問居宅事業者係） 

Tel：086-212-1013（通所事業者係） 

Tel：086-212-1014（施設係）
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平成３０年４月 

    介護サービス事業所・介護保険施設 御中 

                          岡山市保健福祉局高齢福祉部 事業者指導課長 

            事業所対応向上講師派遣事業の実施について（ご案内） 

   時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

   平素より、本市の介護保険行政に、ご協力・ご尽力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、今後多くの介護人材が求められ、人材育成・確保が喫緊の課題とされる中、従業者の確保

には、いずれの事業所においても苦慮されていると思います。従業者の方々が業務上のいろいろな

ストレスを抱え、離職へとつながることもあるのではないでしょうか。 

こういった各事業所において、認知症高齢者への対応や、過剰な介護記録に関する事務の効率化、

効果的・効率的なケアプランの作成などの事例に対する支援の一助になればと、事業所対応向上講

師派遣事業を実施いたします。 

同事業は事業所で抱える懸案事例について、専門的知識を有する講師が事業所を訪れ、具体的な

相談、指導を行い事例解決、業務の効率化を援助することにより、事業所の対応力の向上、人材の

定着を図ろうとするものですので、積極的に活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

記 

１ 事業要領 

（１）申し込み方法 

派遣を希望される事業所は、別添の「事業所対応向上講師派遣事業申し込み票」へ記入の後、下

記担当課まで郵送により申し込みください。 

※相談内容が漏れないよう郵送での申し込みとします。 

相談内容により講師選定のうえ、日程調整を行います。 

（２）相談回数等 

訪問相談は 1日 1回、２時間程度とし、1事例について原則最大２回までとします。 

（３）募集期間 

平成３１年２月末までとし、予定派遣件数に到達した場合は、年度途中でも事業を終了することが

あります。 

（４）費用、その他 

相談料は無料です。その他、詳細については担当課へお尋ねください。 

 ２ 懸案事例の具体例 

 ・利用者の尊厳を守るための身体拘束を行わないケア 

 ・共同生活になじみにくい入所者、利用者への対応 

・介護保険施設やグループホーム等での効果的なケアマネジメントの実践 

 ・本人要因と家族要因が重複し支援計画が立てにくい事例 

・効率的な勤務計画、事務分担 

  ※利用者・家族からの苦情対応、損害賠償、経理に係る事例などは対象外とし、その他相談内容

が対応可能か事前にお伺いします。 
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３ 派遣予定講師【※順不同：敬称・役職等略】 

   ケアマネ協会から推薦 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  堀部 徹 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  田中 郁子 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  矢庭 さゆり 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  粟井 太子 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  草野 貴史 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  秋山 尚子 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  朝原 静香 

    NPO 法人岡山県介護支援専門員協会  二宮 崇 

    ※ご依頼の懸案事例により、ケアマネ協会と協議相談の上、上記派遣予定講師の中から講

師を派遣することになります。 

４ 担 当  岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係 

〒700-0913 岡山市北区大供三丁目１番１８号  

        電話：086-212-1012 ＦＡＸ：086-221-3010 

E-mail 事業者指導課宛 ji shidou@city.okayama.jg.jp            
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平成　　年　　月　　日

事業所名及
びサービス
種別

所在地

担当者名

FAX

相談内容
(できるだけ
具体的に）

連絡先

事業所対応向上講師派遣事業申し込み票

TEL

E－ｍａｉｌ
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NO.

平成　　年　　月　　日

事業所名及
びサービス
種別

所在地

担当者名

FAX

対応状況

講師名

連絡先

TEL

E－ｍａｉｌ

継続　　・　　完結

事業所対応向上講師派遣事業報告書

・訪問日時                              回目の訪問

・訪問日時　　　　　月　　日　　　　　時　　分～　　　　時　　分

・援助内容
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平 成 ３ １ 年 ２ 月

岡山市事業者指導課

「岡山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」について

 日頃より，本市の介護保険制度の推進につきまして，ご理解とご協力をいただき，感謝いたしてお

ります。

 さて，本課では，平成３１年度中に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「看護小規

模多機能型居宅介護事業所」（以下「対象事業所」という。）を開設するための経費を主対象とする「岡

山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」について，募集を行います。

 つきましては、募集要項の準備でき次第，下記のホームページに掲載しますので、要件をご確認の

上，対象事業所の開設に当たっては，その活用についてご検討をお願いいたします。

＜掲載 HP アドレス＞

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00293.html 

＜補助事業の概要＞

１．定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

○「整備助成補助金」

・対象経費 整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（要件あり）

○「開設準備経費等支援補助金」

・対象経費事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴

う工事請負費を含む。）報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工

事請負費。（要件あり）

２．看護小規模多機能型居宅介護事業所

○「整備助成補助金」

・対象経費 整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（要件あり）

○「開設準備経費等支援補助金」

・対象経費 事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に

伴う工事請負費を含む。）報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は

工事請負費。（要件あり）

問い合わせ先

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課

訪問居宅事業者係 電話 086-212-1012 
通所事業者係   電話 086-212-1013 
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平成３１年１月１１日 

各介護保険施設 

各介護保険サービス事業所 管理者 様 

          岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課長 

メールアドレスの登録について（介護保険サービス事業所・施設） 

日頃から、介護保険制度の推進にご尽力いただき、感謝申し上げます。 

岡山市では、介護サービス運営に関する情報（市からの各種通知・緊急災害情報・ 

研修開催案内等）を、ＦＡＸで提供しておりますが、平成３１年４月１日からＥメー

ルで情報提供を実施する予定です。 

つきましては、情報提供の迅速性と確実性を確保するため、趣旨をご理解の上、 

登録メールを送信してください。 

＊ 現在、Ｅメールで運用している施設係のサービスについては、変更・追加があれば、

送信してください。 

メールアドレスの新規登録、変更、廃止の手順は以下のとおりです。 

（メールアドレスの登録方法） 

事前にお読みください。 

・メールアドレスの所有者は問いませんが、Ｅメールでの情報提供内容には重要な情報

を含んでいます。事業所として責任を持って対応のできるメールアドレスをご登録く

ださい。  

・情報提供内容には、Word・Excel・PDF 等のファイルを添付する場合がありますので、

これらを確認できるパソコン・スマートフォン等の端末をご利用ください。  

・メールアドレスを変更した場合、変更メールを送信してください。 

・ご登録いただいたメールアドレスは、事業所情報として、岡山市役所内で共有する場

合がありますのでご了承ください。  
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１ メール送信先

サービスにより異なりますので、ご注意ください。

訪問居宅事業者係  電話番号 086－212－1012 

・該当サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、居宅介護支援・介護予防支援

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

・送信先

ji2_shidou@city.okayama.lg.jp 

通所事業者係    電話番号 086－212－1013

・該当サービス

通所介護・地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション

・送信先

ji3_shidou@city.okayama.lg.jp 
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施設係       電話番号 086－212－1014 
・該当サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

介護老人福祉施設、介護老人保健施設

・送信先

ji-shidou@city.okayama.lg.jp 

2．以下の内容をメールで送信してください。

以下の内容を登録するメールアドレスから送信してください。

送信元アドレスが登録されます。

メール件名  サービス名 メールアドレスの登録(新規)、(変更)又は(廃止)  
メール本文   1.事業所番号 10 桁

2.事業所名称

3.サービス名

4.電話番号

5.担当者名

(注意)  ・送信元のメールアドレスが登録されます。

・同一の事業所番号で、複数サービスを実施している場合でも、

サービスごとに、それぞれメールを送信してください。

・予防と総合事業は、別々に登録する必要はありませんが、総合事業だけを

実施している場合は、登録する必要があります。

3. 登録確認

送信されたメールに対し、事業者指導課から登録確認のメールを返信いたします。

返信は１週間以内にいたします。返信がない場合はお手数ですが、メール送信先の

担当係にお問い合わせください。

42



43



44



 第１報：平成  年  月  日 

 岡山市長 様                                                        

        介護保険事業者・事故報告書             

第１報（発生後３日以内）

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

所 在 地

報 告 者 職 名        氏 名                電 話    (    )     

被保険者番号  氏 名               男・女 

生 年 月 日 明・大・昭  年  月  日（  歳）要 介 護 度 要支援（   ）・要介護（   ） 

発 生 日 時 平成   年   月   日（  ） 午前・午後   時   分 頃  発生・発見 

発 生 場 所
居室 食堂 デイルーム 機能訓練室 廊下/ホール トイレ 風呂/脱衣所 屋外 不明  

その他（                 ） 

事故時の状況 移動中 移乗 立ち上がり 座位 臥床 食事中 その他（           ） 

種   別 転倒 転落 誤嚥/異食 誤薬 失踪 交通事故 感染症等（     ）その他（           ）

事 故 結 果

＊最も症状の重いもの

１回受診  通院  入院  死亡 

骨折 打撲/捻挫 切傷/擦過傷 感染症 肺炎/窒息 様子観察 その他（                     ）

自 立 度 自立 J( ) A( ) B( ) C( ) 認 知 症 度 自立 Ⅰ Ⅱ(  ) Ⅲ(  ) Ⅳ Ｍ

事故の概要 

(経緯や対応、介護者の有無、関係機関への連絡状況等を時系列で記入すること) 

報告先 報告・説明日時 

看護師  /       : 

医師  /       : 

管理者  /       : 

家族：続柄（    ）  /       : 

担当ケアマネ  /       : 

 /       : 

保険者  /       : 

※介護サービス提供中に事故が発生した場合に、この報告書を所管課に提出してください。

報告様式第１報
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第２報：平成  年  月  日 

岡山市長 様                                                        報告完了 

       介護保険事業者・事故報告書             

第２報（第１報後概ね１ヶ月以内）               第１報報告日：平成  年  月  日

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

報 告 者 職 名        氏 名                電 話    (    )     

被保険者番号  氏 名               男・女 

発 生 日 時 平成   年   月   日（  ） 午前・午後   時   分 頃  発生・発見 

第１報後の対応 

損害賠償： 有（完結・継続） 無  未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

再発防止協議日：平成  年  月  日 

参 加 職 種：                                                                               

※ 第２報提出時に事故が完結していない場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを今後の対

応・方針欄に記載してください。なお、この様式で記入しきれない場合は別紙に記入してください。 

報告様式第２報
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平成３０年度 

集 団 指 導 資 料 

（生活保護法介護扶助） 

平成 3１年２月

岡山市保健福祉局 

生活保護・自立支援課 
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生活保護法における介護扶助について

１ 生活保護とは

生活保護は、生活に困っている世帯の生活を、法律に基づいて保障し、その自立を助長

することにより、一日も早く自分の力で生活できるように手助けをする制度です。生活保

護の制度以外で利用できるもの（能力、資産、扶養義務者からの援助、他の法律等による

給付など）がある場合は、そちらを優先して受けていただく必要があります。 

生活保護には、生活保護を受給している人（以下「被保護者」という。）に毎月支払われ

るもの（生活扶助等）や、各機関に直接支払われるもの（医療扶助等）などいくつかの種

類があり、必要に応じて支給されます。各機関に直接支払われるものの一つに「介護扶助」

があります。 

２ 被保護者における介護扶助の実施について

①第１号被保険者（６５歳以上の被保護者）

介護保険の第１号被保険者として、介護保険サービス利用時の利用者負担分（１割）

が、介護扶助費として国保連を通じて給付されます。 

②第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の被保護者で、医療保険に加入している者）

特定１６疾病により介護が必要と認定された場合は、介護保険の第２号被保険者とし

て、介護保険サービス利用時の利用者負担分（１割）が、介護扶助として国保連を通じ

て給付されます。 

③被保険者以外の者（４０歳以上６５歳未満の被保護者で、医療保険未加入の者）

介護保険の被保険者にはなれませんが、特定１６疾病により介護が必要と認定された

者（以下「生保単独者」という。）については、介護保険と同内容の介護サービスを生活

保護法により受けることができます。この場合、介護サービスに係る費用の全額（10 割）

が、介護扶助として国保連を通じて給付されます。 

なお、生保単独者については、介護保険の適用がなく全額生活保護で給付されること

から、他の法律等による給付を優先して受けていただく必要があり、障害者総合支援法

に基づく自立支援給付がこれにあたります。 

区分 対象者 介護費用負担 

第１号被保険者 ６５歳以上の者 

（生活保護受給者でも被保険者とな

ります） 

介護保険９０％ 

(９割) 

介護扶助 

１０％ 

（１割） 

第２号被保険者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険

(社会保険)加入者※で、特定疾病に

より要介護(要支援)状態の者 

介護保険９０％ 

(９割) 

介護扶助 

１０％ 

（１割） 

被保険者以外の者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険未

加入者※で、特定疾病により要介護

(要支援)状態の者 

介護扶助１００％ 

（１０割）

※ 国民健康保険に加入していた場合は、生活保護受給者になることにより、国民健康 

保険の被保険者から除かれるため被保険者以外の者となります。 
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３ 介護券について

被保護者からの介護扶助の申請に基づき、福祉事務所で介護扶助の決定を行います。 

介護扶助の決定にはケアプラン等の写しが必要になります。 

介護扶助が決定された場合は、福祉事務所から介護サービスの種類に応じて、介護券が

発行されます。 

介護券は暦月を単位として発行されますので、介護報酬の請求の際には、福祉事務所か

ら送付した介護券を毎月必ず確認し、介護給付費明細書等に必要事項を正確に転記してく

ださい。 

なお、被保護者であっても、年金等の収入がある方については自己負担が生じる場合が

あります。 

自己負担額については、介護券の「本人支払額」の欄にてご確認いただくと共に、介護

報酬の請求に際しては「公費分本人負担」の欄にその金額を記入のうえ、その額を差し引

いた額を国保連あてにご請求ください。 

４ 生活保護法における指定介護機関の指定等

介護扶助の実施にあたっては、生活保護法の指定を受けた介護機関にこれを委託するこ

とにより行われます。（生活保護法第 34 条の 2）。 

平成 26年 7 月 1日以降、新たに介護機関を開設する事業者につきましては、介護保険法

に基づく指定又は開設許可を受ければ、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指

定を受けたものとみなされることになりました。  

 したがって、生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関（地域密着型介護老人福祉

施設及び介護老人福祉施設を除く。）につきましては、生活保護法の指定を不要とする旨の

申出書を、生活保護・自立支援課にご提出していただく必要があります。 

また、平成 26 年 7 月 1日より前に介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けている介

護機関で、現在生活保護法の指定を受けていない介護機関が新たに生活保護法による指定

を希望する場合につきましては、新たに生活保護法における指定等の手続きが必要となり

ます。 

５ 指定介護機関等の義務 

（１）介護担当義務 

指定介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ（指定介護機関介護担当規程）により、

懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければならない。（生活保護法第 54 条の 2 第 4 項

において準用する同法第 50 条第 1項） 

（２）介護の方針及び介護の報酬に関する義務 

  ① 指定介護機関の介護の方針及び介護の報酬は、介護保険の介護の方針及び介護の報

酬の例によること。 

    これによることが適当でないときの介護の方針及び介護の報酬は、厚生労働大臣の

定めるところ（「生活保護法第 54条の 2第 4項において準用する同法 52 条第 2項の規

定による介護の方針及び介護の報酬」（昭和 12 年 4 月厚生省告示 214 号））によること。

（生活保護法第 54 条の 2第 4項において準用する同法第 52 条の 2） 

  ② 介護の内容及び介護の報酬の請求について市長の審査を受け、市長の行う介護の報

酬額の決定に従うこと。（生活保護法第 54 条の 2第 4項において準用する同法第 53 条

第 2項） 
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（３）指導等に従う義務 

① 被保護者の介護について、市長の行う指導に従うこと。（生活保護法第 54 条の 2 第

4項において準用する同法第 50 条第 2項） 

  ② 介護内容及び介護の報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、市長の報告

命令に従うこと。 

    また、市長が職員に当該介護機関に対して行わせる立入り検査に応じること。（生活

保護法第 54 条の 2第 4項において準用する同法第 54 条第 1項） 

（４）変更等の届出の義務 

指定介護機関は、生活保護法施行規則第 14 条及び第 15 条の規定に基づく事由が生じ

た場合には、所定の用紙により速やかに届出を行うこと。 

（５）標示の義務 

指定医療機関等は、生活保護法施行規則第 13 条の規定による標示を、その業務を行う

場所の見やすい箇所に掲示すること。（生活保護法施行規則第 13条） 

居宅介護支援計画・要介護認定の変更時には、必ず福

祉事務所への連絡をお願いします。 

ご不明な点があれば、事前に福祉事務所の担当ＣＷへ

相談をしてください。 

※ 指定申請書・変更届書等については岡山市ホームページの次の場所からダウンロー

ドしていただけます。 

【様式等ダウンロード場所】 

    ○岡山市トップページ 

  ＞ 事業者情報 

  ＞  事業を営んでいる方   

  ＞  生活保護法指定医療機関・介護機関   

  ＞ 【様式】生活保護法等指定医療機関・介護機関申請書等ダウンロードページ 

（アドレス） http://www.city.okayama.jp/hofuku/seihojiritsu/seihojiritsu_00019.html
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指定介護機関介護担当規程 

平成 12年 3 月 31 日 厚生省告示第 191 号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2第 4項において準用する同法第 50 条第

１項の規定により、指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成 12 年 4 月 1 日から適

用する。 

指定介護機関介護担当規程 

（指定介護機関の義務） 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところに

より、介護を必要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければな

らない。 

（提供義務） 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要

介護者に対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護

者について発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であ

ると認めたときは、速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該要介護

者に対し必要な援助を与えなければならない。 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活

保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を

求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービス

の提供に関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならな

い。 

（帳簿） 

第７条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を

完結の日から５年間保存しなければならない。 

（通知） 

第８条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った

場合には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければな

らない。 

一 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

二 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとした

とき。 
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生活保護法第 54 条の 2第 4項において準用する同法第

52 条第 2 項の規定による介護の方針及び介護の報酬 

                      平成 12 年 4 月 19 日 厚生省告示第 214 号 

                    最終改正 平成 30 年 厚生労働省告示第 180 号 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2第 4項において準用する同法第 52 条第

2 項の規定に基づき、生活保護法第 54 条の 2 第 4 項において準用する同法第 52 条第 2 項の

規定による介護の方針及び介護の報酬を次のように定め、平成 12 年 4 月 1 日から適用する。 

一 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第

37号）第 127条第 3項第3号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第145

条第 3項第 3号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

二 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働

省令第 34号）第 136 条第 3項第 3号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行

わない。 

三 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39 号）

第 9条第 3項第 3号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第

40 号）第 11 条第 3 項第 3 号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わな

い。 

五 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の 2 第 1 項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 41号）第 12 条第 3項第 3号に規定する入院患

者が選定する特別な病室の提供は、行わない。 

六 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30年厚生労働省令第 5

号）第 14条第 3項第 3号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

七 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）

第 135 条第 3 項第 3 号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 190 条第

3項第 3号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

八 介護保険法（平成 9年法律第 123 号）第 51条の 3第 1項に規定する特定入所者に対して

は、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の基準費用額又は同項第 2 号に規定する居住費の基

準費用額を超える費用を要する食事又は居室の提供は、行わない。 

九 介護保険法第51条の3第 5項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものと

みなされた場合にあっては、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の負担限度額又は同項第２

号に規定する居住費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 

十 介護保険法第 61 条の 3第 1項に規定する特定入所者に対しては、同条第 2項第 1号に規

定する食費の基準費用額又は同項第 2 号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は

居室の提供は、行わない。 

十一 介護保険法第61条の3第 5項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があった

ものとみなされた場合にあっては、同条第 2 項第 1 号に規定する食費の負担限度額又は同

項第 2号に規定する滞在費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 
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